
 

 

【お問い合せ先】  

社会福祉法人青森県共同募金会（担当：髙杉）    

〒030-0822 青森市中央 3丁目 20-30県民福祉プラザ 4階 
［TEL］017-722-2169  ［FAX］017-722-2160 

 

販
売
手
数
料 

設
置 

・ 

契
約 

販売手数料の一部をご寄付 

売上の一部をご寄付 

税制上の領収書（ご希望に応じて） 

※寄付額及び販売手数料の割合は、 

業者によって異なります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

協力業者（順不同） 取扱商品 

みちのくコカ・コーラボトリング（株） コカ・コーラ製品 

（株）伊藤園 伊藤園製品・大塚製薬製品 

（Ｎ）ハートフル福祉募金 ※ 協賛飲料メーカー製品（多数あり） 

ダイドードリンコ（株） ダイドー製品 

（株）ミチノク コカ・コーラ製品・アサヒ飲料・キリンビバレッジ・大塚製薬等 

みちのくキャンティーン（株） コカ・コーラ製品 

3 
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販売協力業者 

1 

 

 

導入コスト不要！管理もお任せ！ 
自販機の新規設置も既存自販機からの切換も無料です。 

設置に際して必要な電気工事等も、すべて販売協力業者が

行います。 

自販機の管理や商品補充、故障時の対応はもちろん、空き

容器の回収・釣銭管理などは、すべて販売協力業者が行い

ます。 

 

取扱商品や条件が選べます！ 
赤い羽根自販機には、多くの販売業者が協力しています。業

者によって自販機の機種や取扱商品はさまざまですので、設

置先の希望に合う業者・自販機をお選びいただけます。 

販売手数料、寄付率等の条件も業者によって異なります。 

 

 
 

2 
設置者の負担は変わりません！ 
設置される方のご負担は、他の自販機と同様、月々の電気

代と設置場所の提供だけ。最近は，エコ仕様の自販機も増

え、電気代は月々2,000円～3,000円程度です。 

商品の販売価格も通常の自販機と変わりません。 

メリットがあるからこそ、 

注目されています！ 
売上の 5～20％程度が販売手数料として販売協力業者から

毎月支払われます。（業者により変動） 

寄付金については、税制上の優遇措置があります。 

個人の場合：所得税における所得控除または税額控除 

        個人住民税における税額控除  

法人の場合：寄付金額の全額が全額損金算入 

 

※ 募金ボタン付き自動販売機を設置（購入者は、募金ボタンから釣銭が寄付できます。） 

赤い羽根共同募金寄付つき自動販売機とは？ 
―いつでも気軽に寄付ができる新しい仕組み― 

 

ドリンクが購入されるたびに、一定額（または一定割合）

が赤い羽根共同募金に寄付される自販機のことです。 

お釣りの一部を寄付できる自販機 

もあります。 

自販機を設置される方、飲料メー 

カー、購入者の誰もが寄付者とな 

る新しい寄付のかたちです。 
 

 

設置者様 青
森
県
共
同
募
金
会 

いただいたご寄付は、自販

機が設置された地域（市町

村）の福祉活動に役立てら

れます 

 

 

 

 

 

のご提案 

1 

 

（赤い羽根共同募金寄付つき自販機のイメージ） 
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現在設置している自動販売機を「赤い羽根共同募金寄付つき自動販売機」に切換えることができます。 

設置した後の費用はどのくらいかかりますか？ 
 
 

毎月の電気代（2,000円～3,000円程度）を設置者様にご

負担いただきます。代わりに、設置者には売上の 20％程度 

が手数料として支払われます。 

仮に電気代が 2,500円で、販売手数料 20％の自販機を 

設置すると、130円の飲料が 1日 4本程度販売されれば、 

電気代が賄える計算になります。 
 

どんな場所に設置できますか？ 

個人でも設置できますか？ 
 
 

およそ１㎡のスペースがあれば、企業でも個人でも 

設置ができます。設置希望スペースに応じたさまざ 

まな機種をお選びいただけます。 

 
 

 

販売業者によって、設置条件が異なりますか？ 
 

 

販売業者によって、取扱商品が異なるほか、販売手 

数料の割合や寄付の方法・割合が異なります。 

 

① 設置希望者様による自動販売機設置場所のご検討 

② ご希望の飲料販売業者（表面参照）を選択のうえ、電話でお申込みいただきます 
 申込み先 ： 青森県共同募金会 TEL 017-722-2169  

 

③ 飲料販売業者が詳細な説明及び現地調査に伺います 
※設置場所・電源配線確認、販売見込数などの確認を行います。 

 

④ 飲料販売業者が現地調査後、あらためて販売手数料などの条件をご提示します 
※販売単価、販売手数料、寄付割合など、業者と相談します。 

 

⑤ 飲料販売業者から提示された条件を基に、設置についてのご判断をお願いします 
※この時点で、設置を辞退することも可能です。 

 

⑥ 飲料販売業者と設置時期や販売商品などの詳細な打合せを行い、設置契約を締

結します 
 

⑦ 赤い羽根共同募金寄付つき自動販売機の設置（飲料販売業者が行います。） 

  ※自販機には、赤い羽根共同募金のマークを表示します。 
 

⑧ 自動販売機の管理、売上金の回収（飲料販売業者が行います。） 
 

⑨ 設置者様へ販売手数料の振込（飲料販売業者が行います。） 
 

⑩ 共同募金会へ寄付金の振込（飲料販売業者が行います。） 
 

⑪ 共同募金会から設置者様へ税制上の領収書の発行（ご希望に応じて発行します。） 

 

 

 


